
令和８年（2026 年）５月１日 

 

質問回答書 

 

業務名：８－９つくば市男女共同参画推進基本計画策定支援業務委託 

 

番号 質問内容 回答 

１ 実施要領 P6 

９ 提出書類の記載要領 (3)書類作成

時の書式 

 

「ア 用紙サイズはＡ４判とし、横書き

とすること。」と規定されていますが、

工程スケジュール作成にあたり、より

分かりやすく整理する観点から、Ａ３

判（Ａ４判２ページ換算にするなど）で

作成することは可能でしょうか。 

 

 Ａ４判では視認性に支障がある場合や、

Ａ３判を使用することで記載内容がより

わかりやすくなる場合には、Ａ３判での作

成も可とします。Ａ３判を使用する場合

は、Ａ４判２ページに換算してください。 

２ 実施要領 P10 10 審査及び選定 

(3) 審査基準 「業務計画・工程管理」 

 

業務計画・工程管理の評価の視点にお

いて示されている「10 年間の計画期間

と中間見直しを想定した実行性が高

く、かつ、無理のない事業実施スケジュ

ール」について、P7 の提案事項に記載

の２年間のスケジュールに加え、10 年

間を見通した長期的な視点や中間見直

しの考え方についても、別途記載する

ことを想定されているかご教示くださ

い。 

 

「実施要領 P7 ９提出書類の記載要領 

(4)オ(ｱ)表 提案事項(2)業務計画・工程

管理」は、２年度間の全体スケジュールの

みを記載してください。 

「10 年間の計画期間と中間見直しを想

定した実効性が高く、かつ、無理のない事

業実施スケジュールが組まれているか。」

とは、「同上(3)実施内容」に記載する業

務内容が、「同上(2)業務計画・工程管理」

の業務・工程の中に適切に組み込まれてい

るかを評価の視点としていることを指し

ます。 

質問にある「10 年間を見通した長期的

な視点や中間見直しの考え方」は、「同上

(3)実施内容 ②10 年間の展望と５年間

の取組を繋ぐ論理構成（EBPM）」に記載し

てください。 

 



３ 仕様書 P13 第３章 成果品 ２ 令

和 9 年度（4）及び（5） 

 

(4)及び(5)はいずれも「計画素案（パ

ブリックコメントによって市民意見を

集める際に使用するもの）」とあります

が、この 2 種の違いはどのような点で

しょうか。また、パブリックコメント用

の概要版は不要と考えてよろしいでし

ょうか。 

 

「仕様書 P12 第３章成果品 ２令和

９年度 (4)」は、「計画素案（パブリッ

クコメントによって市民意見を集める際

に使用するもの以外のもの）」としてお

り、(5)とは異なります。(4)は、男女共

同参画審議会や庁議（市役所内部の会議

体）での審議に使用する計画素案を想定

しています。 

また、パブリックコメント用の概要版

については、「仕様書 P12 第３章成果

品」で示している方法に準じて、電子デ

ータ及び電子記録媒体での納品をお願い

いたします。 

 

４ 仕様書 P12～13 第３章成果品 

 

令和８年度の成果品である「（４）計

画素案」について、P.9 では「理念・目

標や計画体系を示したもの」、一方、令

和９年度の成果品である（４）及び（５）

の「計画素案」は、「パブリックコメン

ト時に使用するもの」とされています。 

工程スケジュール（提案）において成

果物の作成プロセスを整理・記載する

に当たり、令和９年度の「計画素案」

は P.10（５）の「次期計画案」と整理

してよいか、また、各段階の成果物名

称の記載・使い分けについて、どのよ

うに整理すべきかご教示ください。 

各段階の成果品について、名称の使い

分けが必要な場合は、以下のとおり記載

してください。 

 

令和８年度成果品 

(4)計画素案→計画骨子 

 

令和９年度成果品 

(4)計画素案→計画素案（審議用） 

(5)計画素案→計画素案（パブリックコメ

ント用） 

 

 なお、「仕様書 P10 第２章業務内容 

２令和９年度業務 (5)次期計画案の作成

支援業務」で示している「次期計画案」

は、令和９年度成果品の「計画素案」を

指しているものとします。 

 



５ 仕様書 パブリックコメントについて 

 

パブリックコメントの実施時期及び期

間はいつごろを予定されていますでし

ょうか。また、そのための計画素案の提

出期限はいつ頃になりますでしょう

か。 

 パブリックコメントの実施は、令和９

年 12 月を想定しているため、「仕様書

P12 第３章成果品 ２令和９年度 

（5）計画素案」の成果品一式は同年 11

月中旬を目安に納品してください。 

また、パブリックコメントの実施にあ

たっては、同年 10 月に男女共同参画審議

会、同年 11 月に庁議での審議を経る必要

があるため、同年９月中旬には「仕様書

P12 第３章成果品 ２令和９年度 

（4）計画素案」の成果品一式を納品して

ください。 

 

６ 審議会及び本部会議について 

 

審議会及び本部会議について、すべて

の会議に参加が必要でしょうか。一部、

リモートによる参加などは可能でしょ

うか。また、各会議の回数及び時期につ

いての目安があれば、ご教示ください。 

 審議会及び本部会議への参加は求めま

せんが、必要に応じてご参加いただくこ

とは可能です。リモート参加の可否につ

いては、会議室等の環境により異なるた

め、その都度協議が必要になります。 

 各会議の回数及び時期については、以

下のとおりです。 

 

【令和８年度】 

審議会２回（９月、１月） 

本部会議１回（２月） 

 

【令和９年度】 

審議会４回（５月、８月、10 月、１月） 

本部会議２回（５月、２月） 

 

 


